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定款一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 25 年 7 月 26 日開催の取締役会において、定款を一部変更する議案を、平成 25 年 8

月 23 日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい

たします。 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

当社事業の現状に即し、今後の多様な事業展開に備えるため、現行定款第 2 条につきまして事

業目的の追加を行うものであります。 
また、議決権を有しない単元未満株主の権利を定めるため、定款第８条（単元未満株式につい

ての権利）を新設し、以降の条数の繰り下げを行うものであります。 
 

２．変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

                           （下線が変更部分） 

現行定款 変更案 

第１章 総則 第１章 総則 

(目的) (目的) 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

１． コンピュータ関連のソフトウエアの企画、

設計、開発、販売、保守、賃貸、管理 

１． コンピュータ関連のソフトウエアの企画、

設計、開発、販売、保守、賃貸、管理 

２． コンピュータの周辺機器の企画、開発、

販売 

２． コンピュータの周辺機器の企画、開発、

販売 

３． 情報処理サービス業、情報提供サービス

業及び通信提供サービス業 

３． 情報処理サービス業、情報提供サービス

業及び通信提供サービス業 

４． 情報処理システムの設計、開発、運営管

理、賃貸及びこれらに関するコンサルテ

ィング業務 

４． 情報処理システムの設計、開発、運営管

理、賃貸及びこれらに関するコンサルティ

ング業務 



 
現行定款 変更案 

５． インターネットホームページの製作、

企画立案 

５． インターネットホームページの製作、

企画立案 

６． 一般労働者派遣事業及び特定労働者派

遣事業 

６． 一般労働者派遣事業及び特定労働者派

遣事業 

７． 有料職業紹介事業 ７． 有料職業紹介事業 

８． コンピュータ技術者養成のための研修

事業 

８． コンピュータ技術者養成のための研修

事業 

９． キャラクターの企画・開発・販売 ９． キャラクターの企画・開発・販売 

10． 経営コンサルタント業務 10． 経営コンサルタント業務 

11． 建築、電気設備工事、給排水・衛生設

備機器及び冷暖房設備の設計・管理並

びに施工 

11． 建築、電気設備工事、給排水・衛生設

備機器及び冷暖房設備の設計・管理並

びに施工 

12． 建物及びその設備のメンテナンス業務 12． 建物及びその設備のメンテナンス業務

13． 建物の賃貸・管理保有並びに運用のコ

ンサルタント業務 

13． 建物の賃貸・管理保有並びに運用のコ

ンサルタント業務 

14． 測量に関する業務 14． 測量に関する業務 

 （新設） 15． 飲食店の経営 

 （新設） 16． 弁当及び仕出し料理の製造販売業務並

びに宅配業務 

 （新設） 17． 食料品の製造、加工、販売 

 （新設） 18． 食料品、酒類の輸出入並びに販売 

 （新設） 19． 書籍、雑誌の企画、編集、出版、販売

 （新設） 20． 通信販売業務 

  21． 各種イベントの企画運営及び広告業 

15． 前各号の業務に付帯する一切の事業 22． 前各号の業務に付帯する一切の事業 

   

第３条 ～第７条 （条文省略） 第３条 ～第７条 （現行どおり） 

   

  （単元未満株式についての権利） 

 （新設） 第８条 当会社の株主は、その有する単元未満

株式について、次に掲げる権利以外の

権利を行使することができない。 

  １． 会社法第 189 条第２項各号に掲げる権

利 

  ２． 会社法第 166 条第１項の規定による請

求をする権利 

  ３． 株主の有する株式数に応じて募集株式

の割当て及び募集新株予約権の割当を

受ける権利 

   

第８条 ～第 34 条 （条文省略） 第９条 ～第 35 条 （現行どおり） 

 

 



３．日程 

定款変更のための株主総会開催日   平成 25 年 8 月 23 日 

定款変更の効力発生日        平成 25 年 8 月 23 日 

以上 


